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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年５月 14 日開催の取締役会において、平成 22 年６月 29 日開催予定の当社

第３回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」に関する議案を付議することを決

議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の理由 

（１）単元未満株式の買増制度を導入することにより株主の皆様の便宜を図るため、同制度

の導入に関する条文を新設するものであります。（変更案第９条） 

（２）上記の変更に伴い、条数の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

   （下線は変更部分であります。） 

現行定款 変更案 

第１条～第８条 （条文省略） 第１条～第８条 （現行どおり） 

 

（新設） （単元未満株主の売渡請求） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株

式取扱規則に定めるところにより、その有

する単元未満株式の数と併せて単元株式

数となる数の株式を売り渡すことを当会

社に請求することができる。 

第９条～第 38 条 （条文省略） 第 10 条～第 39 条 （現行どおり） 

 
 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日  平成 22 年６月 29 日（火曜日） 

  定款変更の効力発生日       平成 22 年６月 29 日（火曜日） 

  

以 上 


